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SDGs 実施指針改定版 

平成 28 年 12 月 22 日 

SDGs 推進本部決定  

令和元年 12 月 20 日 

一 部 改 定 

1 序文 

（1）2030 アジェンダの意義 

地球規模で人やモノ、資本が移動するグローバル経済の下では、一国の経済危機が瞬時に

他国に連鎖するのと同様、気候変動、自然災害、感染症といった地球規模の課題もグローバ

ルに連鎖して発生し、経済成長や、貧困・格差・保健等の社会問題にも波及して深刻な影響

を及ぼす時代になってきている。このような状況を踏まえ、2015 年 9 月に国連で採択され

た持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（以下「2030 アジェンダ」）、及びその中に持続

可能な開発目標（以下「SDGs」）として掲げられている 17 のゴール（目標）と 169 のターゲ

ット、及び 232 の指標は、世界全体の経済、社会及び環境の三側面を、不可分のものとして

調和させ、誰一人取り残すことなく、貧困・格差の撲滅等、持続可能な世界を実現するため

の統合的取組であり、先進国と開発途上国が共に取り組むべき国際社会全体の普遍的な目標

である。 

したがって、日本を含む各国は、それぞれの国において 2030 アジェンダを実現すること

に尽力すると同時に、自らの地域、そして世界レベルで SDGs の達成のために協力すること

が求められる。我々は、これまでと異なる決意を持って、国内における経済、社会、環境の

分野での課題や、これらの分野を横断する課題に関して、共通の問題を抱える世界の国々と

協力しながら SDGs 達成に向けた取り組みを強化しつつ、国際協調主義の下、国際協力への

取り組みも一層加速していく必要がある。 

 

（2）SDGs 実施指針改定の意義 

2016 年 12 月の SDGs 推進本部（以下「推進本部」）会合にて決定された SDGs 実施指針（以

下「実施指針」）は、日本が 2030 アジェンダを実施し、2030 年までに日本の国内外において

SDGs を達成するための中長期的な国家戦略として位置づけられている。 

2015 年の SDGs 採択から 4 年、2016 年の実施指針決定から 3 年が経過し、SDGs を巡る状

況が大きく変化し、国際社会が新たな課題や一段と深刻化した課題に直面する中、気候変動

や貧困・格差の拡大による社会の分断・不安定化などの地球規模課題に対して、システムレ

ベルのアプローチやインパクトの大きい取組を通じて、経済や社会の変革（トランスフォー

メーション）を加速し、解決に向けて成果を出していくことがより一層必要となっている。 

こうした中、様々な課題に対して、経済・社会・環境の三側面から統合的に取り組み、持

続可能な世界の実現を目指す SDGs の役割はこれまで以上に重要になっており、2019 年 9 月

に開催された SDG サミットにおいて安倍総理は「次の SDG サミットまでに、国内外における

取組を更に加速させる」との決意を表明している。また、SDGs の推進の観点からは、同じ
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2015 年に採択された仙台防災枠組 2015-2030 と国連気候変動枠組条約締約国会議によるパ

リ協定、さらには生物多様性条約による生物多様性戦略計画・愛知目標等への貢献も進める

ことが重要である。SDGs に係るこれらの国内外における最新の動向を踏まえ日本の取組の

方向性を示すため、また、現行の実施指針において、最初の見直しを 2019 年までを目処に

実施することとされていることも踏まえ、今般、時代に即した形で実施指針を改定すること

とした。 

改定された実施指針に基づき、推進本部の下、関係府省庁が一体となって、あらゆる分野

のステークホルダーとの協同的なパートナーシップによって、達成年限である 2030 年を意

識しながら、今後 4 年間でより一層本格的な行動を加速・拡大し、国内外において SDGs 実

現に取り組んでいく。 

 

2 現状の分析 

（1）これまでの取組 

2015 年の 2030 アジェンダの採択を受け､政府は、2016 年 5 月に推進本部（本部長：総理、

副本部長：官房長官・外務大臣、構成員：全閣僚）を設置し、2016 年 12 月に実施指針を策

定、2017 年 12 月以降は SDGs 達成のための政府の主要な取組をまとめた「SDGs アクション

プラン」（以下「アクションプラン」）を定期的に策定してきた。「誰一人取り残さない」社

会を実現するため、我が国が国際社会において主導してきた「人間の安全保障」の理念に基

づき、アクションプランにおいては「SDGs と連動する Society5．0 の推進」、「SDGs を原動

力とした地方創生」、「SDGs の担い手として次世代・女性のエンパワーメント」を三本柱とす

る日本の「SDGs モデル」を掲げ、国を挙げて、SDGs の実現に取り組んできた。加えて、各

ステークホルダーと連携したプラットフォームの設立や、「SDGs 未来都市」の選定により、

日本全国における多様な SDGs 実現のための取組の推進を図ってきた。 

SDGs を推進するためには、本指針のもと、政府が率先してリーダーシップをとり、各ステ

ークホルダーの取組と連携・協力しながら、SDGs を自分事として捉える国民・市民一人ひと

りの取組とつながり、相乗効果を生み出すことが不可欠である。こうした観点から、国内に

おいて SDGs を浸透させるため、SDGs の広報・啓発を重視してきている。具体的には、「ジャ

パン SDGs アワード」（2017 年 12 月～）や「SDGs 未来都市」及び「自治体 SDGs モデル事業」

の選定（2018 年 6 月～）、「Japan SDGs Action Platform」の設置（2018 年 6 月～）を通じ、

SDGs の具体的な活動の「見える化」及び後押しに努めてきた。次世代・教育分野について

も、小学校は 2020 年度から、中学校は 2021 年度から全面実施される新しい学習指導要領に

も掲げられているとおり、一人一人の児童生徒が、持続可能な社会の創り手となることがで

きるようにすることが、これからの学校には求められている。また、2018 年 12 月に「次世

代の SDGs 推進プラットフォーム」を立ち上げ、次世代による SDGs の主体的な推進の加速化

や次世代の SDGs 推進に関する日本の SDGs モデルの発信に努めている。 

また、国際協力では、質の高いインフラ、防災・減災、海洋プラスチックごみ、気候変動、

女性、保健、教育等の SDGs 主要分野において、開発途上国の様々な課題解決を支援するこ

とを通じて、開発途上国における SDGs 推進にも貢献してきている。国際場裡においても、
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国連や G7・G20 など、様々な機会に日本の SDGs 推進に係る取組を世界に発信し、SDGs の力

強い担い手たる日本の姿を国際社会に積極的に発信してきた。 

 
（2）現状の評価 

2015 年の SDGs 採択以来、世界規模で、政府、ビジネス、ファイナンス、市民社会、消費

者、地域の住民や NPO 等の「新しい公共」、労働組合、次世代、教育機関、研究機関、地方

自治体、議会といった様々なステークホルダーが行動を起こし、SDGs 達成に向けた多大な

努力が行われ、取組が進展している。その一方で、いくつかの課題への対応に遅れが見られ

ており、日本としても国全体で危機感を共有し、更なる取組を進めることが必要である。2019

年 9 月に開催された SDG サミットにおいても、国連から、「取組は進展したが、達成状況に

偏りや遅れがあり、あるべき姿からは程遠く、今取組を拡大・加速しなければならず、2030

年までを SDGs 達成に向けた「行動の 10 年」とする必要がある」との危機感が表明された。 

同サミットの成果文書「SDG サミット政治宣言」においても、「極度の貧困、子どもの死亡

率、電気・水へのアクセス等で進展が見られる一方、飢餓、ジェンダー、格差、生物多様性、

環境破壊、海洋プラスチックごみ、気候変動、災害リスクへの対応に遅れが見られる」との

現状分析がなされている。 

日本国内においても、SDGs の認知度は年々向上し、今や国民の約 4 人に 1 人が認知して

いる。日本が先進的な取組を行っていると評価されている分野もある一方、更に取組を強化

すべき分野について指摘する調査もある。 

例えば、ドイツのベルテルスマン財団と持続可能な開発方法ネットワーク（SDSN）が共同

で発表した 2019 年の報告書においては、日本は、SDG4（教育）及び SDG9（イノベーション）

については達成度合いが高いと評価される一方、SDG5（ジェンダー）、SDG12（生産・消費）、

SDG13（気候変動）、SDG17（実施手段）については低いと評価されている。更にゴールをよ

り細かく見ると、SDG1（貧困）、SDG10（不平等）等においても課題があるとされている。ま

た、OECD が発表した 2019 年の報告書においては、OECD 平均と比較して、SDG3（保健）、SDG6

（水）、SDG8（成長・雇用）、SDG9（イノベーション）、SDG14（海洋資源）の取組は進展して

いる一方、SDG5（ジェンダー）、SDG10（不平等）、SDG11（都市）の取組には課題があると評

価されている。      
2019 年 8 月、政府は SDGs のグローバル指標に関する日本の達成状況のデータを公表し

た。現時点で公開しているのは、グローバル指標の全指標から定義や算出方法が国際的に定

まっていない指標等を除いた分の 6 割強に当たる 125 指標である（2019 年 12 月現在）。政

府は引き続き「公的統計の整備に関する基本的な計画」に従い、SDGs のグローバル指標の対

応拡大に取り組んでいく。  

さらに、今後、政府として、グローバル指標等のデータに基づき、SDGs の各目標の進捗状

況について、把握、評価し、政策に反映する仕組みづくりに取り組んでいく。 

上記のとおり、まだまだ課題も数多く存在する一方で、日本国内や国際協力の文脈におい

て、頻発する自然災害や様々な社会課題に向き合い、人と人とのつながりや助け合いで取り

組もうとする動きが広がっていることは、持続可能な社会に向けた希望を感じさせる。 
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3 ビジョンと優先課題 

（1）ビジョン 

2030 アジェンダは、取り組むべき課題として以下のように記している。 

「我々は、2030 年までに以下のことを行うことを決意する。あらゆる貧困と飢餓に終止

符を打つこと。国内的・国際的な不平等と戦うこと。平和で、公正かつ包摂的な社会をうち

立てること。人権を保護しジェンダー平等と女性・女児のエンパワーメントを進めること。

地球と天然資源の永続的な保護を確保すること。そしてまた、我々は、持続可能で、包摂的

で持続的な経済成長、共有された繁栄及び働きがいのある人間らしい仕事（ディーセント・

ワーク）のための条件を、（中略）作り出すことを決意する。」 

我が国は、このような持続可能な経済・社会づくりに向けた先駆者、いわば課題解決先進

国として、SDGs の実施に向けた模範を国際社会に示すような実績を積み重ねてきている。 

日本の持続可能性は世界の持続可能性と密接不可分であることを前提として、引き続き、

世界のロールモデルとなり、世界に日本の「SDGs モデル」を発信しつつ、国内実施、国際協

力の両面において、世界を、誰一人取り残されることのない持続可能なものに変革し、2030

年までに、国内外において SDGs を達成することを目指す。 

すべての人々が恐怖や欠乏から解放され、尊厳を持って生きる自由を確保し、レジリエン

ス、多様性と寛容性を備え、環境に配慮し、豊かで活力があり、格差が固定化しない、誰一

人取り残さない 2030 年の社会を目指す。 

SDGs を達成するための取組を実施するに際しては、SDGs が経済、社会、環境の三側面を

含むものであること、及びこれらの相互関連性を意識することが重要である。また、17 のゴ

ールと 169 のターゲットは不可分で統合されたものであるという認識をここに改めて確認

する。 

2030 年までに SDGs を達成し、経済発展と社会的課題の解決を目指すため、官民が共有す

る国家戦略である Society 5.0 を引き続き推進していく。とりわけ、気候変動という喫緊の

課題に対して、パリ協定における 2℃目標及び 1.5℃努力目標を踏まえて、生物多様性・生

態系の保全にも緊急性をもって取組を強化していく。 

 

（2）優先課題と SDGs アクションプラン 

上記ビジョンの達成及び日本の「SDGs モデル」の確立に向けた取組の柱として次の 8 分

野の優先課題を掲げることとする。SDGs の 17 のゴールと 169 のターゲットの中には、世界

全体における達成に向け、日本として国際協力面で取り組むべき課題も多く含まれている。

SDGs のゴールとターゲットのうち、日本として特に注力すべきものを示すべく、日本の文

脈に即して再構成したものであり、すべての優先課題について国内実施と国際協力の両面が

含まれる。 

また、これらの優先課題はそれぞれ、2030 アジェンダに掲げられている 5つの P（People

（人間）、 Planet（地球）、 Prosperity（繁栄）、 Peace（平和）、 Partnership（パートナ

ーシップ））に対応する分類となっている。SDGs におけるすべてのゴールとターゲットが不

可分であり統合された形で取り組むことが求められているのと同様、これらの 8つの優先課
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題も密接に関わる不可分の課題であり、どれ一つが欠けてもビジョンは達成されないという

認識の下、その全てに統合的な形で取り組む。 

 

（People 人間） 

1 あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現 

2 健康・長寿の達成 

（Prosperity 繁栄） 

3 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション 

4 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備 

（Planet 地球） 

5 省・再生可能エネルギー、防災・気候変動対策、循環型社会 

6 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全 

（Peace 平和） 

7 平和と安全・安心社会の実現 

（Partnership パートナーシップ） 

8 SDGs 実施推進の体制と手段 

 

それぞれの優先課題に関して推進される具体的な施策等は、別途推進本部にて策定される

アクションプランに記載される。アクションプランは、本指針に基づき、「優先課題 8分野」

において 2030 年までに目標を達成するために、政府が行う具体的な施策やその予算額を整

理し、各事業の実施による SDGs への貢献を「見える化」することを目的として、SDGs 推進

円卓会議を始めとするステークホルダーの意見を踏まえつつ推進本部が策定するものであ

る。当面は、現行のアクションプランに基づき、「ビジネスとイノベーション～SDGs と連動

する「Society5.0」の推進～」、「SDGs を原動力とした地方創生」、「SDGs の担い手として次

世代・女性のエンパワーメント」を三本柱とする日本の「SDGs モデル」を推進していく。 

また、ジェンダー平等についても、これらすべての課題への取組において主流化する必要

のある分野横断的課題として取組を推進していく。 

 

4 実施のための主要原則 

これらの優先課題に取り組むに当たっては、以下の原則を重視することとする。これらの

原則は、2030 アジェンダに示されているか、その理念から当然に導き出されるものである。

これらは SDGs の実施に取り組むに当たって、優先課題や分野を問わず適用されるべき原則

である。8つの優先課題及びその下に位置づけられる施策において、これらの主要原則が実

現されているかどうかを点検するとともに、新たな施策や施策の修正の必要性を検討するに

当たっても、これらの主要原則を考慮する。 

 

（1）普遍性 

2030 アジェンダの実施においては、国内実施と国際協力の両面で率先して取り組む。国
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内における取組も国際目標達成に向けた努力としての側面があることや、逆に国際協力にも

我が国自身の繁栄の基盤を支える意義があることを意識し、また、個別のテーマにおいても

国内実施と国際協力を連携して取り組むことが有意義であることを認識しつつ取組を進め

ていく必要がある。 

 

（2）包摂性 

 「誰一人取り残さない」とのキーワードは、2030 アジェンダの根底に流れる基本的理念を

示しており、2030 アジェンダは、女性、子供、若者、障害者、HIV/エイズと共に生きる人々、

高齢者、先住民、難民、国内避難民、移民などへの取組を求めている。我が国は、国内実施、

国際協力のあらゆる課題への取組において、これらの脆弱な立場におかれた人々にこそ最初

に手が届くように焦点を当てる。また、人間の安全保障については、SDGs の実施における指

導理念として、国際協力の推進に当たっても、同理念に基づき、持続可能な開発と平和の持

続が表裏一体であることを踏まえ、一人ひとりの保護と能力強化を貫徹するために切れ目の

ない支援を行う「人道と開発と平和の連携」の考え方を重視する。 

さらに、国際社会における普遍的価値としての人権の尊重と、ジェンダー平等の実現及び

ジェンダーの視点の主流化は、分野横断的な価値として SDGs の全てのゴールの実現に不可

欠なものであり、あらゆる取組において常にそれらの視点を確保し施策に反映することが必

要である。また国連安保理が国連加盟国に対し求めている、平和と安全保障に関する全ての

活動と意思決定における女性の参画、紛争下の性的及びジェンダーに基づく暴力からの女

性・女児の保護や人道支援、復興におけるジェンダーの主流化を重視した女性・平和・安全

保障（WPS）（国連安保理決議第 1325 号）及び関連決議の実施のための取組を着実に進める。

さらに、ジェンダー平等の実現及びジェンダーの視点の主流化のためには、ジェンダー統計

の充実が極めて重要であり、SDGs の実施において可能な限り男女別データを把握するよう

努める。 

 

（3）参画型 

 脆弱な立場におかれた人々を含む一人ひとりが、施策の対象として取り残されないことを

確保するのみならず、自らが当事者として主体的に参加し、持続可能な社会の実現に貢献で

きるよう障壁を取り除き、あらゆるステークホルダーや当事者の参画を重視し、当事者の視

点を施策に反映するための手段を講じ、全員参加型で取り組む。 

 

（4）統合性 

 SDGs のゴールとターゲットは統合され不可分のものであり、統合的解決が必要であるこ

とが 2030 アジェンダにおいて強調されている。経済・社会・環境の三分野の全てにおける

関連課題との相互関連性・相乗効果を重視しつつ、統合的解決の視点を持って取り組む。こ

のため、施策の実施においては、当該施策に直接関連する優先課題以外のいずれの課題との

統合的実施が重要であるかを念頭に置きつつ、異なる優先課題を有機的に連動させて実施し

ていく。 
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（5）透明性と説明責任 

 全員参加型の取組であることを確保する上でも、透明性と説明責任は重要である。政府の

取組の実施の状況についても高い透明性を確保して定期的に評価、公表し、説明責任を果た

す。また、新たな施策の立案や施策の修正に当たっては公表された評価の結果を踏まえて行

う。 

 

5 今後の推進体制 

上記の現状評価を踏まえ、「人間の安全保障」の理念に基づく現在の取組の継続性を重視

しつつ、さらに取組を強化する必要がある。SDGs が採択されてからの最初の段階は終了し、

今後は、バックキャスティングの考え方も適切に踏まえながら、持続可能な形で目標達成へ

向けた実効的かつ具体的な行動を加速化し、取組に広がりを持たせる必要がある。 

 

（1）SDGs の主流化 

2030 アジェンダにおいては、「各々の政府は、これら高い目標を掲げるグローバルなター

ゲットを具体的な国家計画プロセスや政策、戦略に反映していくことが想定されている」と

記されている。これを踏まえ、政府及び各ステークホルダーは、各種計画や戦略、方針、個

別の施策の策定や改訂、実施に当たって SDGs 達成に向けた貢献という観点を取り入れ、そ

の要素を最大限反映する。 

政府は、それらの取組を推進していくため、引き続き必要に応じ関連する制度改革や、適

切な財源確保、広報・啓発活動の強化に努める。 

 

（2）政府の体制 

SDGs 実施の分野横断的・省庁横断的性格に鑑み、内閣総理大臣を本部長、官房長官及び外

務大臣を副本部長、全閣僚を構成員とする推進本部が引き続き SDGs の主流化及び推進の司

令塔の役割を果たす。 

さらに、SDGs 推進関連施策の大半が分野横断的課題であることから、政府内のみならず、

政府と民間との連携においてもリーダーシップを発揮できるよう、SDGs 推進の司令塔とし

ての推進本部の機能を強化し、SDGs 実施体制の更なる整備に努めていく。 

推進本部は、SDGs 推進本部幹事会（以下「幹事会」）、SDGs 推進円卓会議（以下「円卓会

議」）等の関連会合をより一層積極的に活用しつつ、特に下記の事項に重点的に取り組む。 

・実施指針の取組状況の確認（モニタリング）、見直し（中長期的な観点からのフォローア

ップとレビュー） 

・実施指針に基づくアクションプランの策定、見直し、実効性の評価 

・SDG グローバル指標に関するデータの収集と分析、進捗状況の把握と、それに基づいた

SDGs 達成度の評価 

・国連を始めとする国際会議における、日本の取組の発信及び国際社会の議論への日本の

立場の反映、国際的な課題設定やその解決におけるリーダーシップの発揮 

・民間と連携して、SDGs に関する国際的なイニシアティブや国際基準などのルールメーキ
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ングに対して戦略的に対応 

・JICA 等を通じた政府開発援助（ODA）の実施を通じて、開発途上国を含む国内外の SDGs

の推進にも貢献 

・SDGs 達成に向けた取組に関する国内における広報・啓発活動 

・円卓会議やステークホルダー会議等の関連会合を通じた、可能な限り幅広いステークホ

ルダーとの意見交換や協働・連携の推進 

 

特に、円卓会議は、各セクターで SDGs に取り組む組織やネットワークの代表的な存在が

構成員として参加しており、セクターや地域、ジェンダー、世代等の枠を超えて SDGs 関連

政策の企画立案・実施に対するマルチステークホルダーによる参画の場として極めて重要な

役割を果たしており、今後とも積極的かつ柔軟に運用していく。また、各地域における行動

の具体化に重要な役割を果たす、地方自治体や新しい公共の代表者を加えるなど、円卓会議

の体制をより充実させることや、多様なステークホルダーの声を正確かつタイムリーに反映

させるため、円卓会議の構成をより柔軟に見直すことが可能となるよう検討する。 

これまでの 4 年間の進捗により、SDGs は極めて多様な分野で広がりをもって推進されて

きている現状があることから、実質的な課題解決に資するよう幹事会や円卓会議の開催頻度

を上げる。また、これらを補完するものとして、分野横断的な課題の解決のため、円卓会議

課題別分科会や関連ステークホルダー会議の開催等、体制強化を検討する。 

2019 年 9 月 6 日に円卓会議有志が発起人となり開催した「SDGs 実施指針改定に向けたス

テークホルダー会議」は、広く国民の知見を SDGs の目標達成へ向けて集める観点から極め

て有意義であった。当該会議の成果に基づき、本実施指針改定に向けた提言がなされたこと

を踏まえ、類似のステークホルダー会議が東京のみならず地方においても開催され、また多

様な課題に関して議論が行わされ、その知見が集積するような方策を検討していく。 

 

（3）主なステークホルダーの役割 

 2030 アジェンダには、以下のように記されている。 

「今日 2030 年への道を歩き出すのはこの『われら人民』である。我々の旅路は、政府、

国会、国連システム、国際機関、地方政府、先住民、市民社会、ビジネス・民間セクター、

科学者・学会、そしてすべての人々を取り込んでいくものである。」 

 上記のとおり、日本においても 2030 アジェンダの実施、モニタリング、フォローアップ・

レビューに当たっては、省庁間や国と自治体の壁を越え、公共セクターと民間セクターの垣

根も越えた形で、広範なステークホルダーとの連携を推進していくことが必要である。また、

特定の社会課題への対応に当たっては、包摂性・参画型の原則を踏まえ、当事者団体の意見

を十分に踏まえる必要がある。 

 

ア ビジネス 

それぞれの企業が経営戦略の中に SDGs を据え、個々の事業戦略に落とし込むことで、持

続的な企業成長を図っていくことが重要である。また、官民が連携し、企業が本業を含めた
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多様な取組を通じて SDGs 達成に貢献する機運を、国内外で醸成することが重要である。 

また、ジェンダー平等及び女性のエンパワーメントのために、包摂的かつ公正な労働市場

を促進する。 

地球規模課題や社会課題に企業活動が与える影響に対する消費者の関心の向上や、ESG 投

資の活発化により、大企業を中心に経営層への SDGs の浸透は一定程度進んできたが、企業

数でみると 99.7%を占める中小企業への更なる浸透が課題となっている。中小企業は、地域

社会と経済を支える存在であり、SDGs への取組を後押しすることが重要である。 

ビジネスと人権、責任あるサプライ・チェーン、企業の社会的責任に関する取組は、国際

社会からの各企業の信頼を高め、グローバルな投資家の高評価を得る上で重要であるととも

に、生産と消費の中核を担う民間セクターが、SDGs が目指す持続可能な社会・経済・環境づ

くりに貢献する上で不可欠である。政府は、行動計画の策定を始めとして関係省庁が連携し、

国連「ビジネスと人権」指導原則を踏まえて、適切な対応及び企業の SDGs に資する取組の

促進を行う。 

 

イ ファイナンス 

SDGs 達成に必要な資金を確保するためファイナンスの裾野を継続的に拡大していく観点

から、SDGs 達成に向けた取組を様々な手法で経済活動の中に組み込んでいくことが重要で

ある。公的資金（財政資金等）と民間資金（投融資等）の両者の有効な活用・動員、資金量

の拡大・質の充実を考える必要がある。 

SDGs 達成のために、持続可能な社会の創り手として社会課題の解決を進める市民社会団

体・民間非営利団体等への資金的な支援も不可欠である。 

SDGs は、すなわち経済、社会及び環境という持続可能な開発の三側面を調和させるもの

であることから、環境・社会・ガバナンスの要素を考慮する ESG 金融やインパクトファイナ

ンス、ソーシャルファイナンス、SDGs ファイナンス等と呼ばれる経済的リターンのみなら

ず社会貢献債としての JICA 債の発行など社会的リターンを考慮するファイナンスの拡大の

加速化が、SDGs 達成に向けた民間資金動員の上で重要である。今後、ESG 金融の拡大に向け

た支援やこれらファイナンスを実用化するに際しては、それらの仕組みの情報開示に努め、

有効性を検証していく必要がある。 

また、気候変動対策、脱炭素化等を進めるためのファイナンスは重要である。近年、G20

の要請を受けて設置された気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）が 2017 年に公表

した「TCFD 提言」を踏まえた企業の気候関連情報の開示への関心が国際的に高まってきて

おり、今後、TCFD の考え方に基づく企業の積極的な情報開示や、投資家等による開示情報の

適切な活用を進めていく必要がある。 

 

ウ 市民社会 

市民社会は、「誰一人取り残されない」社会を実現するため、現場で厳しい状況に直面し

ている人々や最も取り残されている人々、取り残されがちな人々の声を拾い上げ、政府・地

方自治体へとそれらの声を届け、知見を共有する存在であり、SDGs 関連施策の企画立案プ
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ロセスにおいてこうした人々の声が反映されるよう、橋渡しをすることが期待されている。 

同時に、国際社会及び国内におけるネットワークを活かし、国内外に対する問題提起や発

信、政策提言、SDGs 推進を加速化・拡大するためのアクションを推進していく旗振り役とな

ること等の役割も期待されている。 

 

エ 消費者 

生産と消費は密接不可分であり、持続可能な生産と消費を共に推進していく必要があると

の認識の下で、消費活動において大きな役割を担う消費者や市民の主体的取組を推進してい

く。 

特に、SDG12（生産・消費）の観点からは、消費者が、環境に対する負荷が低く循環型経

済への移行に資するなど、持続可能な消費活動を行うことで、持続可能な生産消費形態を確

保できるように、健全な市場の実現に加え、経済・社会の仕組み作りと啓発を促進する。 

 

オ 新しい公共 

現在、「新しい公共」すなわち、従来の行政機関ではなく、地域の住民や NPO 等が、教育

や子育て、まちづくり、防犯・防災、医療・福祉、消費者保護など身近な課題を解決するた

めに活躍している。 

協同組合をはじめ、地域の住民が共助の精神で参加する公共的な活動を担う民間主体が、

各地域に山積する課題の解決に向けて、自立と共生を基本とする人間らしい社会を築き、地

域の絆を再生し、SDGs へ貢献していくことが期待されている。 

 

カ 労働組合 

労働組合は、社会対話の担い手として、集団的労使関係を通じた適正な労働条件の確保を

はじめ、労働者の権利確立・人権・環境・安全・平和などを求める国内外の取組を通じ、デ

ィーセント・ワークの実現や持続可能な経済社会の構築に重要な貢献を果たすことが期待さ

れている。 

また、適正な職場環境・労働条件の確保を通じて、SDG8（成長・雇用）のみならず、SDG1(貧

困)、SDG5（ジェンダー）、SDG10（不平等）、SDG12（生産・消費）、SDG16(平和と公正)等の

複数のゴール達成への貢献が期待されている。 

 

キ 次世代 

次世代の若者たちは、2030 年やその後の社会、そしてポスト SDGs の議論の中核を担う存

在である。2018 年 12 月に立ち上げられた「次世代の SDGs 推進プラットフォーム」も活用

しながら、2020 年の段階から、いかに SDGs を推進し、自分たちが主役となる時代をどのよ

うな社会に変革していくかを考え、持続可能な社会の創り手として、多様な人々と協働しな

がら行動し、国内外に対して提言・発信していくことが期待されている。 

こうした観点から、特定のゴールに限定せずに幅広い分野における貢献が期待されている

が、様々な背景を持つ次世代層が SDG4（教育）を始めとする各ゴールの達成に貢献できるよ
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うにするために、教育にかかる政策・制度の充実も重要である。 

 

ク 教育機関 

学校、地域社会、家庭、その他あらゆる教育・学習機会をとらえ、「持続可能な社会の創

り手」を育成するという観点から、教育は、SDG4 の達成において重要な役割を果たすととも

に、持続可能な社会の創り手として求められる「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力

等」、「学びに向かう力、人間性等」を育むことにより、地域や世界の諸課題を自分ごととし

て考え課題解決を図る人材の育成に寄与し、SDGs の 17 全てのゴールの達成の基盤を作ると

いう極めて重要な役割を担っている。 

SDGs の全てのゴールの達成に貢献する枠組みである「持続可能な開発のための教育：SDGs

の達成に向けて（ESD for 2030）」がユネスコ及び国連において採択されたことを支持し、

国内外の活動の充実に貢献する。国内においては、「持続可能な社会の創り手」の育成を目

指した学習指導要領改訂も受け、ESD の推進拠点であるユネスコスクール・ネットワークの

活性化を図るとともに、社会教育関連機関も含め、SDGs に資するように多様な文化とつな

がりながら学習できる環境づくりを促進する。 

 

ケ 研究機関 

研究機関による学術研究や科学技術イノベーションは、それ自体が SDGs 達成の手段とし

て大きな役割を果たしうることはもちろんのこと、地球観測などの現状把握のためのツール

や目標設定の根拠としての活用や、ターゲット相互の関係分析、達成度評価、そしてポスト

SDGs の議論においても、国内外において貢献することが期待されている。また、研究機関

は、これらの科学的根拠に基づき、今後の科学技術イノベーションの飛躍的変革につなげる

ことが期待されている。 

なお、イノベーションと変革は目標達成の鍵ではあるが、技術的なものだけを偏重するの

ではなく、社会的なものを含むより広範な概念として扱うべきとの点に留意する必要がある。 

市民や企業、政府等と科学者との間でのビジョンや情報を共有することは、科学技術イノ

ベーションが SDGs 達成の手段として大きな役割を果たしうることを認識し、種々の課題や

緊急性に対する認識を高めるためにも必要である。また、フューチャー・アース等国際的取

組の下、科学者コミュニティがその他の広範なステークホルダーと連携・協働していくこと

も重要である。 

 

コ 地方自治体 

国内において「誰一人取り残されない」社会を実現するためには、広く日本全国に SDGs

を浸透させる必要がある。そのためには、地方自治体及びその地域で活動するステークホル

ダーによる積極的な取組が不可欠であり、一層の浸透・主流化を図ることが期待される。 

現在、日本国内の地域においては、人口減少、地域経済の縮小等の課題を抱えており、地

方自治体における SDGs 達成へ向けた取組は、まさにこうした地域課題の解決に資するもの

であり、SDGs を原動力とした地方創生を推進することが期待されている。 
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地方自治体は、SDGs 達成へ向けた取組をさらに加速化させるとともに、各地域の優良事

例を国内外に一層積極的に発信、共有していくことが期待されている。具体的には、「SDGｓ

日本モデル」宣言や「SDGｓ全国フォーラム」等のように、全国の地方自治体が自発的に SDGs

を原動力とした地方創生を主導する旨の宣言等を行うとともに、国際的・全国的なイベント

を開催する等により、海外や、全国又は地域ブロック、若しくは共通の地域課題解決を目指

す地方自治体間等での連携がなされ、相互の取組の共有等により、より一層、SDGs 達成へ向

けた取組が行われることが期待される。また、今後は、より多くの地方自治体において、更

なる SDGs の浸透を目指し、多様なステークホルダーに対してアプローチすることが期待さ

れている。 

地方自治体においては、体制づくりとして、部局を横断する推進組織の設置、執行体制の

整備を推進すること、各種計画への反映として、様々な計画に SDGs の要素を反映すること、

進捗を管理するガバナンス手法を確立すること、情報発信と成果の共有として、SDGs の取

組を的確に測定すること、さらに、国内外を問わないステークホルダーとの連携を推進する

こと、ローカル指標の設定等を行うことが期待されている。また、地域レベルの官、民、マ

ルチステークホルダー連携の枠組の構築等を通じて、官民連携による地域課題の解決を一層

推進させることが期待されている。さらに、「地方創生 SDGs 金融」を通じた自律的好循環を

形成するために、地域事業者等を対象にした登録・認証制度の構築等を目指すことが期待さ

れている。 

地方自治体においては、各地域のエネルギー、自然資源や都市基盤、産業集積等に加えて、

文化、風土、組織・コミュニティなど様々な地域資源を活用し、持続可能な社会を形成する

「地域循環共生圏」の創造に取り組む等、自治体における多様で独自の SDGs の実施を推進

することが期待されている。 

 

サ 議会 

 2030 アジェンダにおいても、効果的な実施と説明責任の観点から国会議員が不可欠な役

割を果たすとの認識が示されているとおり、国会及び地方議会は、国内において「誰一人取

り残さない」社会を実現するため、広く日本全国から国民一人一人の声を拾い上げ、国や地

方自治体の政策に反映させることが期待されている。さらに、行政機関、市民社会、国際機

関等と連携し、国や地域が直面する社会課題を解決するための具体的な政策オプションを提

案することが期待されている。 

 

（4）広報・啓発 

SDGs の認知度は年々向上しており、特に 10 代・20 代では認知度が大きく向上している。

他方、SDGs を認知していない層、認知はしているが具体的な行動に結びついていない層が

半数以上を占めるとの調査結果もあり、広報・啓発活動の更なる強化を通じた認知度の向上

と行動の促進、拡大、加速化につなげていくことが重要である。 

こうした点を踏まえ、引き続き SDGs の実施に国民的な運動として取り組むべく、推進本

部の下、あらゆるステークホルダーと連携して、SDGs の国内的な認知度向上や啓発、普及の
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ための広報・啓発活動を積極的に検討し、実施していく。また、様々な国際会議等の機会を

活用し、国際機関をはじめ様々なステークホルダーと連携して、我が国の取組を国際的に発

信するための広報活動にも努める。 

今後、2020 年には、SDGs の達成に向けた法の支配の推進をテーマとする第 14 回国連犯罪

防止刑事司法会議（京都コングレス）や持続可能性の取組をレガシーとする東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会、日本が重視する保健分野で東京栄養サミット 2020、水分野で

第 4回アジア太平洋水サミットが、2025 年には日本国際博覧会（大阪・関西万博）が開催さ

れるなど、世界の注目が日本に集まる機会がある。これらの行事やそれ以外のあらゆる機会

を捉え、SDGs の理念や日本の取組を世界に発信する絶好の機会を活用し、国内のステーク

ホルダー及び国際機関との協力の下、日本の「SDGs モデル」の発信と日本全国での SDGs の

主流化に努めていく。これらの機会にかかる準備、運営、調達等についても、SDGs に基づ

き、環境、人権等に関わるデュー・ディリジェンスを確実に実行する必要がある。 

SDGs の裾野を拡大するため、例えば文化や芸術といった新たな分野との連携も必要であ

る。また、一般市民にも分かりやすく親しみをもって SDGs を知ってもらうため、SNS の一

層の活用や様々なメディアとの連携強化に加え、SDGs を感覚的により分かりやすい言葉に

すること等の試みが必要である。また、教員の多忙化に配慮しつつ、CSR に関心のある企業

や団体と学校の教育的ニーズをつなぐなど、学校・地域・家庭の連携を強化し「社会に開か

れた教育課程」の実現を支えていくことも極めて重要である。 

また、関係府省庁、地方自治体、企業等の SDGs 関連情報が集約されるプラットフォーム

として、外務省ホームページ上に開設されている“Japan SDGs Action Platform”が更に活

用されるよう内容を拡充する。政府関係の情報にアクセスしやすくなるように､本プラット

フォームの情報ハブとしての機能を強化する。 

 

6 フォローアップ・レビュー 

我が国における SDGs の推進状況を的確に把握し、着実に推進していくため、推進本部、

幹事会、円卓会議において、実施指針及びアクションプランに基づく取組の進捗状況を定期

的に確認し、必要に応じて見直しを行う。その際、ステークホルダー会議等、可能な限り多

くのステークホルダーの声を反映させる機会を設けるよう新たな仕組みを可能な限り早く

確立する。  

SDGs の達成度を的確に把握するため、データに基づくグローバル指標を活用し、進捗結

果を国内外に適切な形で公表する。また、海外および国内の研究機関等による評価、グロー

バル指標の検討・見直し状況、ローカル指標の検討状況等に留意し、進捗評価体制の充実と

透明性の向上を図る。その際、グローバルな問題の地域への影響、またローカルな取組のグ

ローバル展開の双方向について考慮する。各ステークホルダーの評価などを踏まえ、政府と

しても 2030 年の目標達成に向けて SDGs の進捗状況に関する評価を行い、進捗が遅れている

課題を洗い出し、政策の見直しやステークホルダーの更なる参画促進を行うなど、2030 年

における国内外の SDGs 達成を目指し取組を加速化する。 

国連持続可能な開発のためのハイレベル政治フォーラム（HLPF）を通じた 2030 アジェン
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ダのグローバルなフォローアップ・レビューに積極的に参加・貢献する。HLPF における自発

的国家レビュー（VNR）については、今後も適切なタイミングで定期的にレビューを実施す

る。地方自治体と連携し、ローカルレベルにおける自発的レビュー（VLR)の積極的な実施も

後押しする。さらに、国連 STI フォーラムとの連携や国連が実施している STI for SDGs ロ

ードマップ策定への貢献も行う。 

実施指針の見直しについては、国連の SDG サミットのサイクルに合わせ、引き続き少なく

とも 4年ごとに実施することとする。その際、本実施指針の改定と同様に、広範なステーク

ホルダーの参画の下に見直しを行うこととする。 

（了） 


